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Abstract

ManyEuropeannationshavesharedthevisionfortheirimmigrants'integrationandhaveconductedsurveys

toanalyzethestatusandtofindfuturepoliticaldirections.Thisisbecausetheproportionofimmigrant

backgroundchildrenhasgrownuptotwotoninepercentofthetotalpopulation,andsuchnationshavetried

tomakeallimmigrantshaveasequalrightsasallEuropeanUnioncitizens.Oneofthevaluablesurveysfor

policyanalysisontheintegrationofimmigrantsisthe"MigrantIntegrationPolicyIndex(MIPEX)"whichhas

beenmainlyledbyBritishCouncilwithsupportfromtheEU.MIPEXconsistsofsixindicatorsbasedon140

policystatementsandlawsandprovidescomparableandreliabledata.Sweden'sscoreinMIPEXisthe

highestintheparticipating28nations,whileGermanyisinthemiddle.

Educationisoneofthecrucialissuesfortheirintegration.Eurydice,theinformationnetworkoneducationin

Europe,summarizedthesituationacrossnations/regionsofeducationfortheintegrationofimmigrant

childrenintoschools.Thereport,titled"lntegratingImmigrantChildrenintoSchoolsinEurope"provides

informationabouteducationpoliciesandpracticesconcerningimmigrantchildrenandinterculturaleducation.

ThereportshowsthatalltheEuropeannationsensuretherighttoeducationforallchildrenandsupport

immigrantfamilies.Italsoclarifiedthattheevaluationforeducationpracticeoninterculturalapproachesare

takeninlimitedplaces.Forclasslevelpractice,Germanyseparatesimmigrantchildrenfromthenativeswhile

Swedenputsthemalltogetherinclassroom.

ThiscommentarynoteintroducestworeportsabouttheMIPEXin2007andtheeducationforintegrationin

2003andmainlydescribesthesituationinGermanyandSwedenwitheachcountry'sbackgrounds.The

findingsfromthefieldstudywhichtheauthorconductedin2008arealsointroducedattheendasthe

limitationofcomprehensionoftheabovereports.Theauthorrecognizestheindicatorsandcomparisonshould

becarefullyreferredtolocal-levelcontextsinSwedenwideningthe"integration"conceptandGermany

havingmoreparticipationofthenativesinpractice.
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は じめに

1999年5月1日 のアムステルダム条約(1)以降、多 くの欧州諸 国では現在 、移民の統合政策が共通

課題 とな り、域内にお ける比較調査 も増加 し、法の整備 も されてきてい る。2002年3月15、16日 に

バルセ ロナ で開催 され たEU加 盟 国代表者会議 によ り、流動性 と情報交換 は、正式に教 育システム

の 目標 に関す る詳細 なプログラムの不可欠 な一部である と承認 され 、移民の子 ども達の統合 につい

ての教育システムの方策が最重要課題 となった。 これ は欧州において、お よそ2%～9%の 外国籍

の滞在者 が居住 し、移民 の比率が大 きくなってい るためである(2)。

古 くは1977年7月25日 の欧州理事会の指令(Directive)(3)に よ り、欧州共 同体(当 時)に お ける

移民労働者 の子 ども達のための教育施策 が初 めて扱 われ た(Eurydice,2004)。 近年の指令 では、移

民の子 ども達 とは、同伴 され てい るか否 かに関わ らず、第三国の国籍 を持っ未成年 と定義 され 、EU

市民 と同等 の権利 を持つ よ うに求 め られている(4)。指令2000/43/ECで は、受け入れ国(以 下、ホス

ト国)は 国籍 に関わ らずすべての移民の子 ども達に平等 な処遇 を与 え、第三国の状況への偏見 を伴

わずに、教育 を提供す る責任 を持つ と示 した。

欧州諸 国において政策やEU指 令等に参考 になるデー タが求め られ続 けている中、一つ の指標 と

して、EU諸 国の協力 を得 てブ リテ ィッシュ ・カ ウンシル が中心 となってま とめる 『移 民統合政策

指標(MigrantIntegrationPolicyIndex)』 がある。 これ は、欧州にお ける移 民の社会統合 のための政

策(以 下、統合政策)の 方向性 とそ の達成度合い を示 し、統合政策 を比較可能 なデータ としてま と

め、各国がそれ を用 いることで政策 を改善できるよ うにす ることを 目的 としてい る。

また、教育政策 に特 に注 目して比較 した報告書 には、欧州教 育情報ネ ッ トワー ク(Eurydice)が

ま とめた ものがあ る(5)。Eurydice(2004)が 出版 した 『欧州 におけ る移民の子 ども達 を学校へ統合す

る(IntegratingImmigrantChildrenintoSchoolsinEurope)』 は、命題 「各教育システムは、どのよ うに

移民の学童 を統合す るこ とを試み てい るのか」 について調べた結果 である。統合 に関連す る教育政

策 として重視 されているのは、子 ども達へのホス ト社会 の公用語 と自らの母語 を学習 ・維持す る教

育、成人対象 の言語教育、教育へ の公平なアクセス、移民が求める宗教教育へ の対応 、移民第二世

代以降のアイデ ンティテ ィ、多数派が異文化 を学ぶ教育機会 を内包す る異文化 間教育、移民 の子 ど

も達が中途退学 しないよ う保護者 の参画の促進 などが課題 として挙 げ られ る。

欧州 にお ける移 民へ の教育政策 は、了 ども達 の学校教育 を中心的に扱 うものの、保護者 の参画や

成人教育を含む ものであ り、また移民の就職支援や国籍取得等 といった社会制度 の政策 との関連が

強い。そ こで本稿では、近年 の欧州における移民に関す る政策 のための資料 となっている報告書 『移

民統合政策指標 』 と 『欧州における学校 への移民の子 ども達 を統合す る』の2冊 を主に紹介す る形

で、欧州諸 国の移 民政策 の現状 を示す。特 に国内における移民の割合 の高い ドイ ツと、後述す るよ

うに 「指標」が最高値 であるス ウェーデ ンについては、国別報告書 も参考に し、各国内にお ける背

景 を加 えて記す。 両国 とも都 市部 に移民が多いが、 ドイ ツは経済的な出稼 ぎを受 け入れ た歴史 を持

っため、彼 らの定住化 を想定 してい なかった。ス ウェ0デ ンには移民 の後に、近年は難 民を受 け入

れてきた経緯があ り、国内における福祉制度 の延長に移民政策がある。そ うした両国の制度 の違い

が 「指標」 でわか り、報告書に よって両国にお ける教育 の重点課題 が異な ることがみ られ る。
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欧州における移民の社会統合と教育政策

1.移 民統 合 政 策指 標(MIPEX)

1.MIPEXと は

『MigrantIntegrationPolicyIndex(移 民統合政策指標。以下、MIPEX)』 は、BritishCouncil(2007)

による報告書で、移民 に関す る政策を指標化 した もので ある。MIPEXの 目的は、欧州における移 民

の統合政策 に関す る、客観 的かつ比較お よび アクセス可能 なデータを測定 し、それ を用 いるこ とで

統合政策 の改善に貢献す ることである。MIPEXに は25の 欧州連合(EU)加 盟諸 国と3か 国の非加

盟諸国(6)にお ける移民(7)の統合 に関す る政策 を測定す る ものであ る。MIPEXを 作成す るにあた り、

大学、研究所、シンクタンク、基金、非政府組織(NGO)な ど25団 体 で構成 され るコンソー シアム

が設置 され 、2004年 に最初の報告書 を出版 した。以降、ブ リテ ィッシュ ・カ ウンシル と移民政策 グ

ル0プ(MigrationPolicyGroup)が 主導 して、2年 おきに統合政策 の進捗状況 を報告 している。研

究デザインは大学等 か らの専門家 によるもので、確認 のための追加 的調査 も専門的に行 われている。

出版には欧州共同体(EuropeanCommunity)のINTI(第 三国市民の統合 に向けた準備行動)プ ログ

ラムが協賛 してい る。

今回のMIPEXは 、移民の完全 な市民権取得への道 を多面的に示す もの として、6つ の政策分野

をカバー してい る。す なわち、労働市場ア クセス、家族呼び寄せ、長期滞在 、政治参加 、国籍取得、

反差別 であ り、それ ぞれ の政策指標 の最良事例 を欧州 の最高水準 とし、その水準 に各国が どれほ ど

近づいたかを示 している。測定には、現行の法令お よび政策 に関す る140の 指標 を用いて、移民達が

欧州社会 に参加 できる機会 を多面的 に捉 え、また、多 くの政策分野(統 合プ ログラム、教育 アクセ

ス、保健 な ど)は 横 断的であ ることに留意 してい る。各指標 において最高水準 であれば満点(3点)

とし、不十分 である場合 は2点 が、遠 くお よばない場合 に1点 がつ け られた(8)。国に よってその指

標 を示す 関連 の法令や政策が存在 しない場合 も1点 が与 え られ、得点の1～3を0～100に 再計算 し

て示 され ている。 これ ら140の 指標 は、上記の6分 野4つ の側面へ分類 された(表1参 照)。

今回の指標 は、2007年3,月1日 時点 での調査 がも とになってお り、同 じ基準で測定 されたため 「ベ

ンチマーク」 として比較が可能 である。 これ を使 って参加諸国は、 自らの統合政策 を振 り返 ること

ができ るが、 当然 の ことなが ら、各 国政府 だけが統合 を可能にす るわけではな く、市民社会や移 民

個人がそれぞれ役割 を持 っている。そのためMIPEXは 、まず各関係者が事実にも とついた議論 をす

る際の基盤 として用 い られ ることが期待 され てい る。

MIPEXに 参加 した国々は、オース トリア、ベル ギー、カナダ、キプロス、チ ェコ共和 国、デ ンマ

ー ク、エス トニア、フィンラン ド、フランス、 ドイツ、ギ リシャ、ハ ンガ リー 、アイル ラン ド、イ

タ リア、ラ トビア、 リトアニア、ル クセ ンブル グ、マル タ、オ ランダ、 ノル ウェー、ポー ラン ド、

ポル トガル、ス ロバ キア、ス ロベ ニア、スペイ ン、ス ウェーデ ン、スイス、イ ギ リスの28か 国であ

った。 それ らの国々の指標 を合計 し降順 に並べたのが図1で 、 ここか ら全体の傾 向として最 良事例

までには道半 ばであるこ とが言 える。ス ウェーデ ンは特 に高い水準 にあ り、 ドイ ツはMIPEX参 加

28か 国の平均 とその うちEU加 盟25か 国の間 にあ り、ち ょ うど平均で ある。 高い傾 向があるのは9

か国(北 欧諸国、西地 中海諸 国、BENELUX(9)、 カナ ダ、英国)で あった。他方 で、水準が高 くな

いのは、バル ト海諸 国、東地中海諸 国、中欧諸 国、デンマ0ク であった。
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表1=MIPEXの 概 念 と ドイ ツ ・ス ウ ェー デ ンの 指標

分野 次元 内容
ス ウェードイツ(%)

デ ン(%)

労働市場へのアクセス

該当者

労働市場の統合施策

就業の保障

権利関係

移 民が何らかの仕事か ら排除され ていないか。

労働市場の要求に移 民が適合するために政府 が何を行っている

か。

移 民がすぐに失業しないか。

移 民が労働者として持つ権 利は何か。

50

33

50

75

50

100

100

100

100

100

家族呼び寄せ

該当者

取得条件

立場の安全

権利関係

どの移 民が親戚のスポンサーか。どの親戚が彼らのスポンサー

か。

家族と同居することに必須条件、テスト、受講などが課され ていな

いか。

家族 と同居する権 利を政府は保護しているか。

家族の者 はスポンサーと同じ権利を持つか

61

60

40

75

70

92

100

80

88

100

長期滞在

該当者

取得条件

立場の安全

権利関係

長期滞在許可を得るまでどれ ぐらい必要か。

該 当者 は制限的な条件を強いられていないか。

どれ ほど容易に移民は長期滞在許可を失うか。

長期滞在者 は、生活の中で国民と平等なアクセスを持つか。

53

40

24

64

75

76

70

70

79

83

政治参加

参政権

政治的自由

諮問機関

政策実施

EU以 外出身移民は選挙 に立候補 できるか。

移 民は入党する、または 自らの団体を形成する自由を持つか。

政府は移民の代表と組織的に諮問しているか 。

政府 は移民に積極 的に政治的権 利について知らせているか。政

府 は移 民団体に補助金を出しているか。

66

0

100

69

90

93

100

100

75

100

国籍取得

該当者

取得条件

立場の安全

二重国籍

市 民権を得るまで移民はどれ ぐらい待たされるか。その子ども・孫

は生まれた時に国籍取得 できるか。

該 当者 は制限的な条件を強いられていないか。

どれ ほど容易に移民は国籍を失うか 。誰 が撤退から免除されてい

るか。

帰 化している市民または国で生まれた子ども達は二重国籍を持つ

ことができるか 。

38

50

31

30

50

71

50

81

90

50

反差別

定義と概念

適用分野

強制力

平等政策

5094

宗教 ・信条 、民族 ・人種 、国籍 による差別 は罰せられるか。63100

生活の どの分野に反差別の法令は適用されるか 。75100

被 害者 は訴訟を起こすことが奨励されているか。5683

平等団体と政府はどのような役割か。14100

BritishCouncil(2007)よ り著 者 作 成
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欧州における移民の社会統合と教育政策

図1=MIPEXの 合計 指 標

日 示 、 、 、'、 ノロ 、 日 、o

注:MPIEX28は 全 参 加 国 の平 均;EU-25はEU参 加 国 の平 均BritishCouncil(2007)よ り著 者 作成
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2.ド イツの指標 と特徴

ドイツでは難民、家族 の呼び寄せ、一時的労働者 は減少 しているのが現状 である。 ポーラン ドか

らは季節 労働者 をは じめ、2004～06年 における就労のための流入 は増加 したが、最 も多かった長期

滞在移 民の分類は、家族呼び寄せ であった。そ のため、近年における政策議論 の中心は、高度な技

術 を持 った外 国人の呼び込み、国家統合計画 の内容 、家族呼び寄せ権利 の制 限についてである。 ま

た、2007年 に ドイ ツがEU議 長 を務 めた時、EU内 の最 良事例の情報交換 を重視 したの も国内事情に

よる と言える。2006年5月 には、内務省 は州(Lander)が 国籍取得試験 の内容 を決定できるよ うに

定 め㈹ 、7.月 には第1回 統合 サ ミッ トが国家統合計画 を準備 し、そ こでは統合 コース、言語訓練、

労働 市場 にお ける統合 、文化 的多元性、ジェンダーにつ いて焦点をあて、また、家族 呼び寄せの待

機i期間が延長 された。2007年10,月 には、連邦憲法裁判所 が二重国籍 の禁止を認 めた。

表1の ドイ ツの割合 を参考に しなが らMIPEXの 各分野 を見 ると、次の よ うになる。

○ 労働 市場 アクセス:2005年 改正の滞在法の もと、移民が 自営業 を始めるには、多 くの条件 が付

け られた。すべての業界 においてEU市 民 と同等 の権利 を得 るためには、移民には最低5年 の

勤務が必要 とな り、他方では職業訓練、奨学金 による支援 の増加 が さらに求 め られ ている。移

民労働者 は労働組合 に入れ るが、現行の労働許可では転職 は困難 である。

○ 家族呼び寄せ:1年 の合法的滞在 をもって、移民 は配偶者 または登録 され たパー トナー を呼び

寄せ ることがで きる。 ただ し、子 ども達や親 、祖父母は、 さらに扶養者 の収入の証 明な どが必

要で ある。原則 として政府 によって移民の立場 は保護 され 、家族の者 も3年 内に 自動 的に滞在

許可 を得 られ るよ うにもなっている。

○ 長期滞在:申 請 中や 国外滞在の期 間を除外 した ドイ ツ滞在5年 の後、長期滞在が認 め られ る。

条件 として高い収入 、高度 な ドイツ語テス ト㈹ の合格、 ドイツ社会に関す る統合 テス トの合格

が必要である。滞在許 可を持つ者 は1年 以上 、国外 に出ていることは認 め られないが、 ドイツ人

と同等の健康管理 、住宅 に関す る権利 を持つ。

○ 政治参加:移 民は どの政党 にも入 り、 自らの政党 を立 ち上げるこ とも可能 である。地方選挙の

選挙権 は与 え られ、 しか し被選挙権 は持たない。地方 自治 の裁量が大きいため、連邦 による諮

問、実施 に関す る調整 が求め られ る。

○ 国籍取得:ほ とん どの移民 は、 ドイ ツ国籍 の申請 のた めに8年 以上の滞在 が必要である。子 ど

もや孫は、出身国の国籍 を取得す る前 に、追加 的条件 が必要 である。帰化す るには、言語テス

トと統合テ ス トの合格 、犯罪歴 の確認、十分 な収入の証明が必須である。二重国籍 は、将来帰

化が予定 されてい る移民お よび困難 な条件 下の外国籍 の者 にのみ許 されてい る。

○ 反差別:各 種差別 は裁判所の判 断に任 されている。ただ し、2006年8,月 には待遇均等 に関す る

一般法が成立 し
、現在すべての差別 が禁止 され てい る。 強制力 は多様 な分野 に適用 されてい る

が、法令 は実際の裁判で被 害者 を支援す るNGOの 法的根拠 を制 限 している。政府 は積極的な

行動施策 を特 に持 ち合 わせていない。

一般 市民の考 えとして
、約 半数(48.1%)の ドイツ人 が、移 民の家族呼び寄せ を支持 してい る。

32.7%が 、移民は容易 に ドイツ国籍 を取得 できるよ うになるべきだ と考 え、4分 の1以 上 がEU諸

国外か らの移民は退去 させ る、40.1%が 失業 中の移 民は退去 させ るべ きと考 えてい る。他 のEU諸

国 と異な り、45.2%の ドイ ツ人はEU外 か らの合法移民には同等 の権利 を与 えるべき と考 えている。

47%は 広 がる民族差別へ の政府 の対応が不十分であ ると考 え、3分 の2が 行政 の積極 的な行動施策

を支持 し、29.4%は 労働市場にお ける民族差別 は法で罰せ られ るべ き と考えている。
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表2ド イツおよびスウェーデ ンの移民に関す る背景一覧

移民に関する情報 ドイツ スウェーデン

第三国市民の比率 5.6% 2.9%

外国生まれの者の比率 12.9% 12.2%

第三国市民の数 4,612,420 266,731

第三国市民の多い都市
フ ラ ンク フル ト(16%)、 ミュ ンヘ ン

(16%)、 ア ウ グ ス ブ ル グ(14%)

マ ル メ(7%)、 ヨテ ボ リ(6%)、 ス トッ

ク ホ ル ム(6%)

最 大の出 身国(3か 国)
トル コ、 セ ル ビア ・モ ンテ ネ グ ロ 、

ク ロア チ ア

イ ラ ク 、 セ ル ビア ・モ ンテ ネ グ ロ 、

トル コ

流入した第三国市民の数 335,827 31,624

長期滞在移民の最大分類 家族呼 び寄せ(42.6%) 家族呼び寄せ

登録済み難民数 21,029 24,322

留学生数 186,014 20,359

第三国市民の就業率

ネイティブとの差

47.9%

-20 .6%

46.4%

-27 .6%

第三国市民の失業率

ネイティブとの差

23.0%

+13.5%

22.9%

+15.1%

国籍取得者数 117,241 39,573

国籍 を取得 した第 三国市 トル コ、セ ル ビア ・モ ンテ ネグ ロ、

民の出身 国上位3か 国 イ ラ ン

イ ラ ク 、 セ ル ビア ・モ ンテ ネ グ ロ、

イ ラ ン

BritishCouncil(2007)より著者作成

3.ス ウ ェーデ ンの指標 と特徴

ス ウェーデ ンの場合、移民 の数は増加 し続 けてお り、EU外 か らの流入 として は家族 呼び寄せ と

難民が、就労や留学 よりも多 くなってい る。表2で 示 された通 り、人 口の うち約3%が 移民で、ス

ウェーデ ンの大都 市であるマル メ、 ヨテボ リ、首都 ス トックホル ムに移民が多い。イ ラク、セル ビ

ア ・モ ンテネ グロな ど紛争な どによる難 民 も多いが、 トル コか らはクル ド系の政治難 民 もいる。就

労 に関連 して、ス ウェーデ ン人 とEU外 市民の間における就業率の差 は、27.6%ポ イ ン トある。

報告のあった2006年 だけで も1,月 には国籍法が変更 され、移 民の申請内容 に不正確 な情報 があ る

と市民権 を取 り消す ことができるよ うになった(12)。4月 には子 ども達や学童へ の差別や劣悪 な扱 い

を禁止す る法律ができ、中道右派連立政権 が誕生 した後 の9,月 には、1998年 に設置 され たス ウェー

デ ン統合局(SwedishIntegrationBoard)が 閉鎖 され た。

次に、表1に 示 されてい るMIPEXの 各分野を見てい こ う。ス ウェ0デ ンは全分野において トッフ.

水準にあるが、い くつ かは100%に 達 していない。

○ 労働 市場 アクセス:こ の分野ではMIPEXの すべての指標 を満 た している。移民は最低1年 の

許可で、EU市 民のよ うに 自営業 を始 めることができる。失業 中の移民 は、ス ウェーデ ン語の

授業 と職業訓練 を受 けるた めの支援 が政府 に よってなされ てい る。 また、2年 間の滞在 によっ

てすべての者 はス ウェーデ ン人 と同様 に学習 のた めの奨学金 に応募 できる。
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○ 家族呼び寄せ:こ こでは取得条件お よび立場 の安全 を除き、100%で あった。収入 にかかわ らず、

1年 の登録 された滞在 によって家族 を呼び寄せ るこ とができる。また、3年 後にはすべての家

族が滞在許可 を申請す るこ とができ、就労、教育、健康 管理 、住居に関す る平等な権利 を持つ

こ とができる。

○ 長期滞在:合 法的滞在が5年 を経過す ると長期滞在許可 の対象 となる。この5年 間においては、

連続 した6か.月 あるいは非連続 の10か 月以上、ス ウェーデ ンか ら出 ることはできない。生活や

住居の証 明な ど申請 は高額であ るが、ネイティブ と同等の権利 を持つ ことがで き、他 国での居

住 も認 め られ る。

○ 政治参加:合 法的滞在 が3年 経過 した者 は、選挙権 を持 ち、地方選挙へ の被選挙権 も持つ。政

党への参加や 自らの政党結成 に より政府助成金 を受け るこ とも可能 である。

○ 国籍取得:有 資格者 と二重国籍 においてス ウェ0デ ンには課題が ある。 ス ウェーデン人 の配偶

者 は滞在3年 で国籍取得がで きるが、移民で北欧諸国出身者 は2年 、その他 の国では5年 は待

つ必要がある。第2世 代以降の移 民は、 出生による国籍 取得 ではなく、原則15歳 までに申請す

ることができる。

○ 反差別:法 令や制度上 、すべての差別 は禁止 され てい る。 ただ し強制力 についてのみ、登録 さ

れた組織 が、被 害の明確でない場合で も、平等 を求め られれば、100%に なるだ ろ う。

一般 市民の認識 として
、ス ウェーデ ン人 の3分 の2が 、移民は家族呼び寄せ を当然 とし、ス ウェ

ーデ ン人 と同等の権利 を持つべきだ と考えてい る
。16.1%が 失業中の移民は排 除すべきだ と考 え、

これはEU諸 国の中ではデ ンマークに次 ぐ低 さである。EU諸 国で最高 となる86.2%の 者が、民族的

多様性 はス ウェーデン文化 を豊かにす ると考 えてい る。68.7%が 政府 は差別 に対 して さらに取 り組

むべ きと考 え、67.3%が 労働 市場 にお ける積極的な行動施策 を支持 してい る。

Ⅱ.『 欧州における学校への移 民の子 ども達を統合する』報告書

欧州教育情報ネ ッ トワー ク(Eurydice)は 、欧州委員会 によ り教育分野における情報 ・経験 を共

有す るために1980年 に創設 され た。現在 は、30の 欧州諸 国によるネ ッ トワークで、欧州 の教育シス

テ ム情報 の主 な仕組み とその発展 について情報提供 をす る。Webで 多 くの情報が提供 されているが、

その 中で も移民に対す る教育についてま とめたものが 『欧州における移民の了 ども達を学校へ統合

す る(IntegratingImmigrantChildrenintoSchoolsinEurope)』(以 下、『移 民の子の統合』)で ある。 こ

れ は、Eurydiceに 参加す る各国 ・地域に よって収集 され た情報を もとに作成 され、次の内容 を扱 う

6つ の章か らなる。

第1章:EUに お ける統合政策 と協力の全体像

第2章:人 口統計学的傾 向を、欧州統計局(Eurostat)の2002年 データ とOECD-PISA2000

の指標 を用いて提示

第3章:移 民の子 ども達の教育権お よび支援施策

第4章:統 合施策 の検証

第5章:移 民の学童が母語能力 を維持 し、 自らの文化的遺産 に気づかせ る施策の具体例

第6章:当 局が異文化間アプローチを学校教育の中で どの よ うに促進 しているかを検証
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『移 民の子 の統合』 では、移 民の子 どもを欧州内外 の他 の国か ら来た子 どもとし、その両親 ・祖

父母はホス ト国で滞在 し、または難民 ・違法移民である者 としている。ジプシー な ど特定の国の中

での移 民に対す る施策 は、 この定義 に従 う場合 のみ扱 ってい る。報告書でま とめ られた情報 は、各

国代表者 か らの提供 、主要な欧州 の政策文書 、欧州統計局 とOECD-PISA調 査 か らの ものである。

本節 では、この『移 民の子の統合』報告書 に加 えて、国別報告書 として出版 された ドイ ツ(2003/04)

とス ウェーデ ン(2003/04)も 資料 とす る。

1.Eurydiceの 調査結果

欧州評議会 ・理事会(CouncilofEurope)が 、教育 システムへ の移 民の子 ども達の統合について、

次の3分 野 で行動が とられ るべきだ と勧告 してい る。す なわち、彼/彼 女 らの特別 な教育ニー ズに教

育 システムを適応す るこ と、通 常の学校 カ リキュラムにおいて出身 国の言語 と文化についての授 業

を含 む こと、すべての者 に異文化 問教育を促進す ることである。 これ は15歳 以下 の外 国籍人 口を見

ることに より、その必要性 が分か る(図2)。 例 えば、 ドイ ツ全国の平均 として10人 に1人 が外国籍

を持つ学童 である。 また教授言語(ほ とん どの場合 において多数派 の言語)の 習得が、子 ども達に

限 らず保護者 にも必要 であることが、図3か ら読み取れ る。

図2:2001年1月1日 時点における15歳 以下の外国籍 の者の比率

BE:ベ ル ギ ー 、CZ:チ ェ コ 、DK:デ ン マ ー ク 、DE:ド イ ツ 、EL:ギ リ シ ャ 、ES:エ ス トニ ア 、FR:フ ラ ン ス 、IE:ア イ ル ラ ン

ド、HU:ハ ン ガ リー 、NL:オ ラ ン ダ 、AT:オ ー ス ト リ ア 、SIス ロ ベ ニ ア:、FI:フ ィ ン ラ ン ド、SE=ス ウ ェ ー デ ン 、UK:英 国 、

IS:ア イ ス ラ ン ド、NO:ノ ル ウ ェ ー(以 下 、 同 様)Eurydice(2004)よ り著 者 作 成

次に、教育 を受ける権利 や義務教育、制度上 の学校 サー ビスについて、ほ とん どの国では移民か

否かに関わ らず、義務教育の権利 を保 証 してい ることが分かった。教育 を受 ける権利 は、滞在国に

おいて合法的滞在 の身分 にな くとも、暗黙 に認 め られてい る国々が多い㈹。対照的に、学校 には何
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の義務 も課 されていない 国々 もあ り(14)、入学手続 きの際 に滞在許可状況 を示す必要がある。スウェ

ーデ ンでは
、滞在期 間が条件 となってい る。滞在許 可を申請 中あるい は期 間限定 の滞在許可 を持つ

了 ども達 は、教育権 を持つが、通学す る義務 はなく、欧州諸国において通学の権利 が義務 と分離 し

てい る唯一 の例である。義務教育段階以前 の学齢 は、教授言語 を学ぶ こ とに支援 が与 えられ てい る。

また、移 民であるか否 かに関わ らず、食 堂、学校の設備や課外活動 、保健 サー ビスな どの義務教育

段階の学校 のサー ビスは受 けられ る。ス ウェーデ ンでは通学用交通手段は無償 である。

図3:外 国生まれの親を持つ15歳児の割合と家庭で使用する言語が教授言語と異なる家庭の割合

A:親 が 外 国 生 まれ(%)、B:家 庭 で 話す 言 葉 が異 な る(%)

BEfr:ベ ル ギー 仏 語 圏 、BEnl:ベ ル ギ ー 蘭 語 圏 、ENG,NIRとSCTで 英 国 の 一部

注:デ ー タ 欠損 はオ ラ ンダEurydice(2004)よ り著者 作 成

学校 は、移民の子 どもだ けでな く保護者 に対す る支援 を行 うことが多い。 それ は子 どもに通学 し

ても らい、ホス ト国の学校制度 内にお ける進路 の情報 にアクセス しても らうためであ る。 同時に、

学校 と家庭 の間で共有 され る情報 の質 を向上 させ ることにもな る。そ こで、学校 についての説明が

保護者 に どの程度行 われてい るのかを見てみ る と、表3の よ うになる。 ここでは学校 システ ムに関

す る情報 が書面 として提供 され ているのか、通訳、補助 を して くれ る人がつ くのか、移 民の家族 に

特別に会合 が持たれ るか、就 学前教育の情報 が提供 され てい るかを示 している。 ドイツでは書面に

よる情報提供 のみであるが、ス ウェ0デ ンには書面はない ものの、通訳がつ く他、特別 な会合 と就

学前教育の情報が提供 されている。通訳は新学期や新 たに入学 したばか りの子 どもを持つ家族に対

して提供 されてい る。

他方、子 どもに対す る教授言語の教育が十分でない場合 、EU諸 国では次 の2つ の施策 が取 られ

てい る。一つ は 「統合モデル」呼ぶ ことができ、移 民の子 どもは同年齢のネイテ ィブ と同 じクラス

に入 り、一般 の授 業の中で個別 に支援 を受 ける。 ここでは移民の子 どもには追加的授 業がな され る
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こ ともある。 も う一つ は 「分離モデル」で、ネイテ ィブか ら分け られた移 民の子 ども達はま とめて

特別な授業 を受 ける。一般のクラスに合流す ることもあるが、言語能力な どによ り長期 間にわた り

分 け られ たままの こともある。表4は それ らのモデル を一覧に示 したものである。 ドイツでは 「分

離モデル」 が用い られ 、ス ウェーデ ンではそれ に加 えて 「統合 モデル」 と放課後 に補 習が行 われて

い る。 これ ら2モ デル 内では、 さらに、言語 ニーズ、カ リキュラム分野で必要 な学習ニーズ、少人

数制学級 の3つ の学校 レベル での取 り組 みが見 られ る。

.一 ・圭
双O寸 一TX『=」(Dl〔9↑ 列=▽ 、W'1目 午IX1疋'1六VJT里 六具

A:学 校 シス テ ム に 関す る文書 に よ る情 報 、B:通 訳 者 の 提 供 、C:特 別 な 情報 提 供 者 、D:移 民 家庭 へ の特 別 な会 合 、

E:就 学 前教 育 に関 す る情 報

BEfr=ベ ル ギー 仏 語 圏 、BEde:ベ ル ギ ー 独語 圏 、BEnl:ベ ル ギー 蘭 語 圏 、EngA〈ILS/NIRとSCTで 英 国

注:デ ー タ 欠損 はス ロベ ニ アEurydice(2004)よ り著者 作 成

表4=教 育システムにおける移民の子どもに対する支援

A&Bは 、 ロモ テル 。C&Dは 、分 離 モ テ ル 。

A:教 室 内 で提 供 され る 支援 を伴 う統 合 、B:教 室 か ら離れ て提 供 され る支 援 を伴 う統 合 、C:移 行 的支 援 、

D:1年 以上 の 長 期支 援 、E:学 校 の規 定 時 間外 で 提 供 され る支 援 。

BEfr:ベ ル ギー 仏 語 圏 、BEde:ベ ル ギ ー 独語 圏 、BEnl:ベ ル ギー 蘭 語 圏 、Eng1WLSINIRとSCTで 英 国

注2:デ ー タ 欠損 はギ リシ ャ、 ハ ンガ リーEurydice(2004)よ り著者 作 成

また、教員 による支援体制 として、 ドイツ、ギ リシャ、スロベ ニア、ス ロバ キアの教員 は、移 民

の生徒 が抱 える言語 的、教育的課題への対応 に関す る特別研修 を受 けてい る。 この4か 国では 「分

離モデル」 に対応 した組織的な調整がな され てい るのである。 また、一般 的に欧州ではサポー ト教

員が様 々な施策に対応 してお り、教科 との関連 にお いて言語教育 ・指導ができるよ うになってい る。

教員研修 において も、移民の家族 と協働す るこ とに重点 がおかれ てお り、移 民に対応す る教員には

特別手当や業務の軽減 な どの方針 が取 られ てい る国々 もある。

また、学校 レベル での移民文化 の認識 として、欧州諸 国では対 となっている方針がある。すなわ

ち、一方 で移民の生徒 に一つの公用語 を習得 させ、学習 が容易になるので統合 を促進 しっっ、他 方

では移 民の母語 と文化 を維持す る とい うものである。母語 に対す る支援は、子 ども達の学習能力を

発達 させ るこ とにな り、またアイデ ンテ ィティの確 立を保証す るものであ る。そ の関連す る施策に

ついて、ス ウェーデンでは市町村 レベルが責任 をもってお り、週 に何時間かの授業外の時間で行 っ
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てい る㈹ 。学校の 日常生活への適応 でまず挙 げ られ るのは、宗教関連の ものであ る。宗教 による祝

日は学校行事 には組み込 まれてない ことが多いが、 ドイ ツでは学校 に申 し出るこ とで休 みを取 るこ

とができ、スウェーデ ンでは地方 レベル で休み を取 ることのできる 日数が定め られている。特定の

教育活動 として、 ドイ ツでは体育 と水泳は男女混合 で行 われ るが、学校は移 民の保護者 の リクエス

トがあれ ば、男女を分 けて授 業を しなくてはい けない。それができない場合 、移民の女子生徒は授

業 に参加 しな くて も良い。スウェーデ ンで も同様 に、保健体育では特 にイ スラーム教徒(ム ス リム)

の場合 には学校は男女別 に教えるこ とを選ぶ こ とができる。服装 について、ス ウェーデンの場合、

全身 を覆 うブルカを着用 したムス リム女子生徒 に対 して授業 中と試験 の間は顔 を隠す ことを認めず 、

教室の外 では 自由としてい る。 日本 のよ うな給食が提供 されていない国が多いため、ムス リムの食

事制限につ いては特に方針 がない。提供 され てい る国では食堂で宗派 による食事 の選択 ができるよ

うになってい る。

今 日、欧州 のすべての教育システ ムではカ リキュラムの中に異文化 問の関係 を扱われ てい る。 こ

れ は異文化 問アプ ロ0チ と呼ばれ 、学校 が異 なる文化 による多様性 を扱 うことを可能に し、3つ の

次元(文 化多様性 の学習、国際的次元の理解 、欧州の次元 の理解)を 具体化 してい るものである。

異文化 間アプローチは、教科横 断的 な状況 と個別の教科学習の中へ取 り込む よ うに定義 され ること

が多いが、それに対す る評価 はまだ限 られ た事例 しかない ㈹。

2.ド イツの国別報告書 よ り

移民の了 ども達の定義 は、 ドイ ツに比較 的長期間生活 してお り、ほ とん どの場合 ドイツ国民では

ない親 を持つ者である。すべ ての移 民の子 ども達は6歳 か ら ドイツ人 と同様 の権利 と義務 を持 ち、「州

(Lander)間 における学校 システム標準化 に関す る相互合意(HamburgerAbkommen)」 によって通

学の義務 が規定 され る。移民の出身 として、外 国人の中で27%を 占める トル コ系移民が最大 の移 民

集団で、次 いでイタ リア人移 民が多い。近年 は東欧諸 国か らの移 民が増加 している。子 ども達に絞

る と、43%が トル コ系の背景を持 ち、7.9%の イタ リア系、7.2%の 旧ユー ゴスラ ビア系である。

学校 にお いて ドイツ語 に問題 がない場合 は一般 の クラスで移 民の生徒 も授業 を受 け る。 お よそ

40%の 移 民の了 ども達 が就学前段階 における言語教育を必要 とし、ほ とん どの州で提供 されている。

また、 旧東 ドイツでは移民の数 が少 ないため、母語教育 は実施 され ていない。 なお、 これ らの義務

教育段階の言語教育は無償である。

教員研修 では、異文化 間教育に関す る内容 はまだ含 まれていないが、外 国語 、世界地理 、社会科

学でその一部が扱 われ てい る。 また外国語 としての ドイ ツ語の研修 では、異文化 間教育を扱 ってい

る。今後 は、全教科 において、また授業構成 の中に、異文化間の視点 を含 めるこ とが 目標 に されて

い る。 さらに、教科書 にお ける偏見 を監視 し、パイ ロッ ト的な取 り組みへの評価 を行 い、多文化 事

業や国際ネ ッ トワークを強化 し、学校 とソーシャル ワーカーな どの連携 を 目指す ことになっている。

3.ス ウ ェーデ ンの国別報告書 よ り

ス ウェ0デ ンにおける移民 とは、外国生まれで、ス ウェ0デ ンに移住 し、国内で永住許可 を得た

者であ る。そ して外 国の背景を持つ者 とは、外 国生まれ でス ウェ0デ ンに移住 した、あるい は両親

のいずれ かが外国生まれ の者 としてい る。

「すべての者に学校教育 を」は、ス ウェーデ ンにおける教育の基本イデオ ロギーであるため、 ど

のよ うな条件であっても、就 学前 、義務教育 、後期 中等教育において教育を受 ける権利 が保証 され
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ている。就学前教 育は市町村が管轄 し、固定 され た教 育予算 は政府が負担 してい る。 国家教 育局

(NationalAgencyfbrEducation:NAE/Skolverket)が 、ス ウェーデン語 を母語 としない保護者 を持っ

学童の情報 を毎年収集 してい る。

ス ウェーデ ンの公式統計 としては、出生地 をもとに登録がな され てい る。 そのため、その人が何

語 を話す か とい うデー タはな く、クル ド人移民 はクル ド人 としてではなく、例 えば トル コか ら移 民

した とい う形で統計 に出てい る。そ のよ うな制限があるが、2002年12.月31日 段階でス ウェーデ ンの

人 口89万 人 中の約10万 人(11.8%)が 外国生まれ で、その うち移 民は約4万 人 ほどである。 この5年

間でス ウェーデ ンに移住 した者 の出身国は、イ ラクが最大で、次いで旧ユー ゴスラビア、 ドイツ、

イ ラン、ボスニアの順 である。 ドイ ツか らの移民は、セル ビア ・モ ンテネグ ロの難民である。ほ と

ん どの移 民は、ス トックホルム、 ヨテボ リ、マルメ といった都 市部 に集 中している。

就学前 の学校に通学 しなかった者 には、 「オ0プ ン ・プ レスク0ル 」が提供 され てい る。 それ は、

子 どもだけでなく保護者 も共に学ぶ場 とな り、無償 である。ス ウェ0デ ン語 の他、社会 の仕組みな

どの授業 が提供 され 、学校では彼 らの母語 を使 うサボ0ト 教員 が配置 され る。移民の子 ども達の学

校の成績 は、スウェーデ ン人 と同様 の基準でつ け られ る。義務教育お よび後期 中等教育段 階では外

国語 としてのスウェーデ ン語 の授業 を受けるこ とができ、教員 はス ウェーデン語 を外国語 として教

えるよ う研修 を受けるこ とが近年 は多 くなってい る。 また、移 民の生徒は 自分 の母語を学ぶ機 会を

保証 され てい る。

ムス リム女了の場合 は 自らが最 も快適 な服装で通学す ることが認 め られてお り、授 業内容 によっ

ては男女別 で提供 され てい る。 ただ し、対面 コ ミュニケー シ ョンが教育プ ロセ スにおいて重要であ

るため、教室でのブルカ着用の禁止の他 、すべての学校が同様 の措置 を取 ることをNAEは 認 めた。

学校 はすべての保護者 と生徒 を年 に2度 集 め、「個別発展のダイア ローグ」を実施 してい る。ここ

では、保護者 に生徒 の学力や進捗状況が知 らされ る他 、ス ウェーデ ン語 との通訳がつき、学校 と家

庭のつなが りを促進 してい る。

教員研修 には国によるガイ ドライ ンはないため、異文化 間アプ ローチは各教員養成機 関による。

また、評価 の取 り組 みはまだ少な く、NAEの 年次統計資料で示 され るい くつかのデータが存在す る

程度である。

おわ りに

欧州諸 国では移 民の社会統合 に関す る政策 が重点課題 として認識 されてお り、指標化す るこ とで

各国の比較 と課題 を洗い 出 し、同時 に経験 を共有す るためにMIPEXが 使 われ てい る。 だが、参加

した国々が異 なる文脈 を持っていることか ら、単純に この指標 で示 された 「最 良事例」 としての 目

標が普遍 的ではない ことに留意すべ きであろ う。教育政策 と実践 に関 して も、各 国における必要性

が異な ることもあ り、多様 な取 り組 みが行われている。どの国も教育 を受 ける基本的権利 を保障 し、

ホス ト国の教育システムでは言語 の教授 が重視 され、移民 の母語 と文化の維持 も積極 的にな されて

い る。また、異文化 問教育アプロ0チ は学校、教室 レベル で行われ、教員養成 ・研修に も導入 され、

そ の評価 は今後の課題 であることが分かった。

本稿 では、その移 民に関す る政策 ・法令 の現状 を指標化 した結果 、 トップに位置づけ られたス ウ

ェーデ ンと平均の ドイ ツを見てきた。ス ウェーデ ンでは、その社会福祉制度 の強みが指標 に大 きく

影響 してお り、政策や制度面での充実ぶ りが うかがえた。
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しか し、制度が整 っていればMIPEXの よ うな指標 は高 くな るが、例 えば移民 を支援す るスウェ

ーデ ン人 の市民活動 について調査 を行 えば
、スウェーデ ンが統合 に最高水準の社会的背景 を持つ国

であるとは言いに くいこ とになるかも しれ ない(17)。移民 問題 は労働 問題 と直結 してお り、ネイテ ィ

ブの失業率 との差が ドイ ツよ りもスウェーデ ンの方が大 きいのは、難民が多いため とはいえ、就職

の際に不利 な条件 下にある移 民の姿が想像 され る。LarssonとSander(2007)が 指摘す るよ うに、長

らく同質 的な社会を構築 していたス ウェーデ ンの歴 史の中で この40年 ほ どで急激 に宗教 的背景の異

なる移 民が流入 し、それ を受け入れ ることが 「統合 」である と考えるよ うになる。移 民 ・難民 を受

け入れ ることによって、ス ウェーデ ン人がかつて持 っていた優 生的な考 え方 を政治的正当性 のため

隠 され る一方で、他方 では実質 的に 「統合」 は同化 の要求 を意味 してい る可能性 はあ る。

ドイツにおいて も、国際学力調査 の結果 が悪かった原 因 として移民家庭 が取 り上げ られ 、特に言

語教育に課題があ ることが知 られ てい る。最近 まで 「ドイ ツは移 民の国ではない」 とい う立場 を取

り続 け、最 も良い統合 は同化 である と移 民寄 りであ る緑 の党で さえも発言 したこ とがある。本来、

統合 とは歩み寄 りであるため、 ドイ ツの統合政策には、異文化 間教育が重要な役割 を持っ こ とが考

え られ る。そ の点において、移 民が主体 となって活動す る団体に ドイ ツ人 も少 なか らず参加 してい

ること㈹ は、今 回取 り上げた報告書のいずれ にも扱 われていないが、重要な点であ る。

日本政府 は、2006年8.月20日 にはイ ン ドネ シア政府 と介護 士 ・看護師候補者受 け入れについて経

済連携協定を交わ し、2008年8月 には205名 の候補者が来 日した(19)。2009年1Al2日 にはフィ リピ

ン政府 と同様 に交わ し、早 けれ ば4月1日 には候補者 が来 日す ることにな る。 日本において外国籍

の者は人 口比1.7%(20)で 、地域的な偏 りがあるが、地方 自治体 だけで は対応 できない制度的 な側 面

については、国が取 りま とめ る必要が将来的に出て くるであろ う。欧州の経験 がそのまま 日本に役

立っ ことは稀であろ うが、その経験 の蓄積 を参考にす る価値はある と思われ る。
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注 記

(1)ア ムス テル ダ ム条 約 はEU憲 法 と位 置 づ け られ 、 そ れ に よ って 域 内 にお け る人 の移 動 な どに 関す る法律 を作 る こ と

が で き る 根 拠 と な っ て い る 。 詳 細 は 駐 日欧 州 委 員 会 代 表 部(http:〃www.deljpn.ec.europa.eu/union/showpage -jp_

union.history!.php)な ど参 照。 な お 、本 条 約 以 前 か ら域 内の移 民 に 関す る政 策 に 必要 性 な ど につ い て共 通 認 識 は存 在

した こ とは述 べ るま で もない 。

(2)フ ラン ス で は5.6%、 ドイ ツは8.9%、 英 国 で は4.2%、 北 欧 諸 国 は80年 代 以 降 、積 極 的 に難 民 を受 け入 れ て きた こ

と もあ りス ウェー デ ンで は5.3%、 デ ンマ ー ク5.0%、 フ ィ ン ラ ン ド1.9%。

(3)規 則(Regulations)は 直接 加 盟 国 に適 用 され 、 各 国 にお け る立 法手 続 き を必 要 と しない。 指 令(Directives)は 、加

盟 国 は 目的 を達 成 す る義務 を負 うが 、達 成 の 方法 や 形 式 に つ い て は任 され て い る。 決 定(Decisions)は 、特 定 の 国 あ

るい は全加 盟 国 に対 し、 当事 者 の み を束 縛 す る。 鮪 と意 見(Recommendationandopinions)は 拘 勅 を持 た なL・。

(4)た だ し、 フ ラ ンス やベ ル ギー な どにお い て 国 内法 よ り、移 民 に非 寛容 で あ る とい う指 摘 もあ る。

(5)そ の他 、OECDで も報 告 書 を発 行 して い る。 例 えば 、2000年 のOECD-PISA最 初 の調 査 サ イ クル の結 果 分 析 の 時 点

か ら、 移 民 を背 景 に 持 つ 家 庭 の場 合 は パ フ ォ ー マ ン ス が 低 い こ とが 指 摘 され て お り(長 島,2003)、2006年 に は

PISA2003年 調 査 の結 果 と追加 的調 査 の結 果 を用 い て 、移 民 の子 どもの数 が多 い17か 国(豪 州 、 オ ー ス トリア 、ベ ル ギ

ー
、カ ナ ダ 、デ ンマ ー ク 、 フ ラ ンス 、 ドイ ツ 、ル クセ ンブル グ、 オ ラ ン ダ、 ニ ュー ジー ラン ド、 ノル ウェー 、 ス ウェ

ーデ ン、ス イ ス、米 国 、香 港 、マ カオ 、ロシ ア)を 分析 対 象 と して 、移 民 の教 育 に関す る報 告 書 『WhereImmigrantStudents

Succeed(邦 題:移 民 の子 ども と学力)』 を発 行 して い る。 な お 、本 稿 で 扱 うEurydice報 告書 で はOECD-PISAの デ ー

タ も用 い られ てお り、他 方 でOECD(2006)に はそ の 報告 書 のデ ー タ が用 い られ てい る。

(6)カ ナ ダ、 ノル ウ ェー 、 スイ ス は 、情 報 共 有 と将 来 の 参 考 とす るた め参 加 した。 これ に よ り、現 在EUに 加 盟 して い

な い 国 々 と も、似 通 った欠 点 あ るい は 異 な る解 決 策 な どを共 有 し、EU外 あ るい は大 西洋 を越 えた場 所 で は水 準 が な

ぜ 異 な るの か な どの議 論 を進 め る こ とがで き る。

(7)報 告 書 で は 「移 民 」 とは、 第 三 国市 民 でEU加 盟 国 にお い て合 法 的 に滞在 す る者 と してい る。

(8)例 えば 、 家族 呼び 寄せ で は、 呼 び 寄せ られ るのが 配 偶者 と登 録 したパ ー トナ ー の両 者 と も無 条 件 で 資格 を得 るな ら

ば 、満 点 が つ け られ た。 配 偶 者 の み の場 合 は2点 、 年齢 制 限や 他 の 条件 が あ る場 合 は1点 で あ った 。

(9)ベ ル ギー 、 オ ラ ンダ 、ル クセ ンブル グ。

(10)こ れ には イ ス ラー ム教 徒 に差 別 的 な 内容 が含 まれ る と して 、批 判 を受 けた 州 もあ った 。

(11)Blレ ベ ル の ドイ ツ語 。 これ は 要点 が 理解 で き 、簡 単 かつ 理 路整 然 と話 す こ とがで き る水 準 で 、2005年 の 国籍 法 改正

以 降 、そ れ を達 成 す る た め600時 間 の学 習 義 務 が 生 じて い る。 な お 、 欧州 言 語 にお け る語 学 力 の基 準 は次 の 通 りで あ

る:初 歩(A1&A2)、 基本(B1&B2)、 応 用(C1&C2)。

(12)し か し個 人 、子 ど もの背 景 には 最 も配 慮 す べ き こ と とな っ てい る。

(13)ド イ ツ、 エ ス トニ ア 、 スペ イ ン、 キプ ロス 、 ラ トビア 、 ハ ンガ リー 、マ ル タ、 ス ロベ ニ ア、 フ ィ ン ラン ド、英 国、
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ブル ガ リア 、ル ー マ ニ ア。

(14)デ ンマ ー ク 、 リ トア ニ ア、 ポ ー ラ ン ド、 ス ウェー デ ン、 アイ ス ラ ン ド。

(15)そ の 他 、 フ ラ ンス 、ル クセ ンブル グ 、オ ー ス トリア 、 フ ィ ン ラ ン ド、英 国で は 、義 務 教 育 内 のオ プ シ ョン と して提

供 され て い る。

(16)例 えば 、 チ ェ コで は 学校 へ 監 査 官 が訪 問 し、校 長 と教職 員 が教 育 青年 ス ポー ツ省 のガ イ ドライ ン に従 っ てい るか を

個 別 に評 価 をす る。 デ ンマ ー ク で は フォル ケ ス コー レ関連 法 で 言及 され てい る学校 実 践 をデ ンマー ク評 価 院(Danish

EvaluationInstitute)が 行 う。 イ ギ リス で は 、 学 校 が 生 徒 個 人 の発 達 を 酒養 して い な い 点 を 指 摘 し、教 育水 準評 価 院

(Ofsted)に よる報 告 書 が 発行 され てい る。 ま た ノル ウ ェー で は 、最 近 発 行 され た教 師 用 補 助 教材 が用 い られ 、 多 文

化 的視 点 を は ぐ くむ 取 り組 み を見 て い る。 ま た 、教 員養 成 ・研 修 に お い て は、 異文 化 問 ア プ ロー チ を内容 に組 み 込 む

国 々が 多 い。

(17)科 学 研 究 費 補 助 金(19730531)に よ る2008年10A25～29日 に著 者 が実 施 した 現 地調 査(ス トッ クホ ル ム 、 ヨテ ボ リ、

マル メ)で は 、移 民 た ち が 中心 的 に実 施 す る活 動 が 多 く見 られ た もの の 、 ス ウェー デ ン人 の参 加 が 少 な か った 。

(18)同 科 研 費 に よ る2008年10A21～23日 に著者 が実 施 した 現地 調 査(ベ ル リン)で の 聞 き取 り。

(19)厚 生 労働 省(http://www.mhlw.goJp/bunya/koyou/other21/)2008年12月21日 ア クセ ス 。

(20)法 務 省(http://www.m(」.gojp/PRESS/080601-1.pdf)お よび 統 計 局(http://www.stat.go.jp/data/jinsui/tsuki/)の デ ー タ よ り。

(受理 日:平 成21年3月4日)

238


